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Ⅰ.納品時の原則

①納品書と納品物は１対１の関係で
※誰でも納品書と納品物が分かるように

②納品書の取扱いルールの遵守
※破損、汚れがない

※バーコードが読める

※納品書は見えるところに貼る

③最適な梱包方法の実施
※過剰梱包は避ける

納品書と納品物が１対１になっていない
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Ⅱ．納入時の要望事項

■緩衝材は複数材質がなるべく混載しないようお願いします。
紙のみ、プラスチックスのみ、ビニールのみ等の単一材質品を使用するよう心がけて
ください。

■梱包資材の要望事項
①新聞紙等の印刷物で製品を直接梱包しないようお願いします。
→印刷インクが製品に転写するため。

②粘着テープを直接製品に貼らないようお願いします。
→製品が糊の付着及び化学反応による劣化するため。

③直接、輪ゴムで製品を束ねないようお願いします。
→ゴムが溶けて製品に付着、現品が不明になるため。

④エアーキャップで直接製品を包まないようお願いします。
→突起の模様が製品につくため。

⑤ガムテープ（紙）は、なるべく使用しないようお願いします。
→開梱確認後テープが貼れないため。

※１箱に入れる重量は一人で持ち運べる（約１８ｋｇ程度）以下にてお願いします。
（１個が１８ｋｇ以上の物は可）
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Ⅲ．納品書の取り扱い

①納入数量・入庫数：当該納品書で納品する数量を記載して下さい。
②入数／納入数量 ：当該梱包への入数と全体の納入数量をそれぞれ記載ください。

１．記入要領

納品書兼検査票 荷札

① ①

②
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Ⅲ．納品書の取り扱い

２．凡例と注意事項（１／４）

①PORQA記号 ・・・ 7～8ページ参照

②特性ステータス ・・・ 9ページ参照

①

②
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Ⅲ．納品書の取り扱い

２．凡例と注意事項（２／４） P.O.R.Q.A.の記号説明
P.O.R.Q.A. 要求の主な内容

#1 「品質保証体系」を設定の上「品質プログラム」を提出し、かつ当社の承認をうけこれに基づく運用が必要です。

#2 「品質管理体系」を設定の上「品質管理計画書」を提出し、かつ当社の承認をうけこれに基づく運用が必要です。

#3 「品質管理」或いは「品質保証」制度を設定し運用することが必要です。

#4 貴工場において当社の顧客による下請負の監督・試験・検査或いは審査等が行われます。

#5 初回製品或いは継続生産ロット品等の該当品に対する特殊な試験・検査の実施とそのデータの提出が必要です。

#6 貴工場において当社の担当部門による試験・検査の立会或いは審査を行います。

#7 製品に対する試験・検査の実施とその「試験・検査成績書」の提出が必要です。

#8 使用材料が要求事項と合致していることを証明する「材料証明書」の添付が必要です。

#9 製品について品質が要求事項と合致していることを保証する「品質保証書」の添付が必要です。

#10 作業に先立って使用するメッキ液等の「化学組成分析表」の提出が必要です。

#11 公知の認定品／初回試験合格品についてはそれを証明する「認定品／初回試験合格品証明書」の添付が必要です。

#12 別途示します。

#13 「指定確証送付票」及び「指定確証」の提出が必要です。

#14 「メッキ（化学皮膜処理）証明書」の提出が必要です。

#20 環境影響物質に関する要求事項があります。

#21 模造品(模倣品)でない事を証するトレーサビリティが確保されていることが必要です。 *

#22
貴社がメーカー本体もしくはメーカーにより直接認定された代理店ではない場合は、トレーサビリティとメーカーサポートが確保されているこ

とを証明する「トレーサビリティ証明書」の提出が必要です。

＊製品が正規品であることを証明できる書類の提出を依頼させていただく場合がありますのでご了承ください。
証明書類の例：メーカー出荷票、適合証明書(Certificate of Conformance等)、輸出インボイス 等

↓次ページに続きます
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Ⅲ．納品書の取り扱い

２．凡例と注意事項（３／４） P.O.R.Q.A.の記号説明

P.O.R.Q.A. 要求の主な内容

R1 「信頼性管理体系」を設定の上「信頼性プログラム」を提出し、かつ当社の承認をうけこれに基づく運用が必要です。

R2 「信頼性管理」制度を設定し運用することが必要です。

R3 信頼度試験の実施とそのデータの提出が必要です。

R4 故障解析の実施とそのデータの提出が必要です。

R5 信頼性に関する特定試験項目の実施とそのデータの提出が必要です。

R6 別途示します。

R20 環境影響物質の含有量データの提出が必要です。

N/A 要求事項はありません。



取扱注意

9

Ⅲ．納品書の取り扱い

２．凡例と注意事項（４／４）

特性ステータスの説明

特性ステータス 処置

特になし 特になし

吸湿・静電気
①防湿袋に入っていること。
②静電気対策されていること。
③製造後６ヶ月以内もしくは、製造業者の品質保証期限内であること。

静電気注意

①静電防止袋（ケース）に入っていること。
②静電気対策されていること。
③表面実装のリール部品が静電防止袋に入っているものは製造後1年以内もしくは、製造業者の品質
保証期限内であること

酸化注意
①袋または箱に入っていること。
②表面実装のリール部品が袋または箱に入っているものは製造後1年以内もしくは、製造業者の品質
保証期限内であること。

吸湿注意 防湿袋に入っていること。

衝撃注意 衝撃材料等により保護がされていること。

寿命品 特になし

特殊品
長期保存対策部品

その他
各部品の保管規準による。
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Ⅲ．納品書の取り扱い

3．受渡場所

納品書
（表示）

納品物宛先 受渡場所住所

横浜事業所 横浜事業所 受入 〒246-0015 横浜市瀬谷区本郷2-28-2

本社 本社 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4475番地

福島アビオニクス 福島アビオニクス 受入 〒963-0215 福島県郡山市待池台1-20

新横浜事業所 新横浜事業所 受入 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4206番地

(注)運送状には必ず上記の宛先をご記載ください。
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Ⅳ．納品書の貼付け方法

納品物が梱包形態の場合

納品物が書類等（指定確証）の場合

荷札を直接貼付してください
（4辺をマスキングテープでとめる等、
後で剥がせるよう貼付け願います）

「納品書在中」と記載ください

納品書兼検査票及び荷札を
同封ください

「納品書兼検査票」をビニール袋または
封筒等に入れ、見えるところに貼付して
下さい。
※封筒の場合は、封筒表面に
「納品書在中」と記載ください

１．基本ルール
納品書兼検査票と荷札は切り離して納入願います
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Ⅳ．納品書の貼付け方法

２．アイテム混載箱の場合

※アイテム別に、納品書と荷札片を隣り合わせに貼付願います

荷札納品書兼検査票



取扱注意

13

Ⅳ．納品書の貼付け方法

３．分箱の場合

１オーダで複数の箱での納入となる場合、荷札片に下記の方法で表示をお願いします。

◆１箱毎に荷札片を貼付し、「包装個数欄」に、それぞれ1/3，2/3，3/3 と表記願います。

※荷札片はコピー等で複数枚をご用意ください。
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本資料にて紹介した納品書用の専用用紙は各社ネットショップ等で
取り扱っております。（インターネットで｢EIAJ標準納品書｣で検索すると
販売先が検索されます。）必要に応じてご購入願います。

※専用用紙は必須ではありません。A4サイズ普通紙もご使用いただけます。

Ⅴ．ＥＩＡＪ標準納品書（参考情報）

EIAJ標準納品書（白紙）

・マイクロミシン線2本
・左辺［192ｍｍ×105ｍｍ］＋右辺［105ｍｍ×105ｍｍ］
・高白色
・中性紙・無塩素漂白パルプA4サイズ

ミシン目

105mm
105mm192mm
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お問い合わせ先

［納品全般に関するお問い合わせ]
生産設計推進室 調達Ｇ
０４５－２８６－３５４６

［個別の注文に関するお問い合わせ]
各注文の発注担当者にご連絡ください
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